
日 薬 業 発 第 4 5 3 号 

令 和 ６ 年 ２ 月 29 日 

 

 

都道府県薬剤師会担当役員殿 

 

日 本 薬 剤 師 会 

担 当 副 会 長  渡 邊  大 記 

 

 

動物用医薬品等取締規則の一部を改正する省令の制定について 

 

 

平素より、本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

標記につきまして、農林水産省 消費･安全局 畜水産安全管理課より、別

添のとおり事務連絡がありましたのでお知らせいたします。 

今般の連絡の内容は、カプロモレリン酒石酸塩を有効成分とする製剤の製造

販売が承認されることに伴い、当該製剤を要指示医薬品に指定すると共に、カ

プロモレリン、その塩類及びそれらの製剤（１mL 中カプロモレリン酒石酸塩

として 20.0mg 以下を含有する内用剤を除く。）を劇薬へ指定するため、動物

用医薬品等取締規則の一部を改正する省令が令和６年２月９日付をもって公

布及び施行されたことを案内するものです。 

つきましては、会務ご多忙のところ誠に恐縮ですが、本件につき貴会関係

者にご案内賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 












